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●● ２０１５年２月１７日（火）／参議院議員会館
●●● 全日本民医連・介護ウェーブ国会行動への報告

介護をめぐる情勢と
今後の介護ウェーブについて

－「改正」介護保険法と介護報酬２０１５年改定

全日本民主医療機関連合会
事務局次長
介護･福祉部担当 林 泰則
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２０１５年度政府予算案
閣議決定（１月１４日）

東京新聞
２０１５・１・１５

防衛費５兆円！！
（介護給付費１０兆円）

１４年度比２．０％増
＝“２％のプラス改定”

介護報酬２０１５年改定＝２．２７％の大幅引き下げ
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❶ 予防給付の見直し ❸ 特養の機能の重点化

「予防給付」発「市町村事業」行き

「認定不要！」

専門職のサービスを
ボランティアに移し替え

要介護１、２は
基本お断り

❹ 補足給付の要件厳格化

タンス預金も
申告の対象

低所得者を施設から締め出し
待機者にすらなれない

★民医連介護チラシより

要介護１、２の
待機者１７万人

“姑息”給付
？？

資産
CHECK

❷ 一定以上所得者の
利用料引き上げ

引き上げの論拠（６０万円余るので負担可能）
は、すでに破綻！！

新・振り分け
システム

強制
退学

総介護費抑制と「効率化・重点化」

介護保険法２０１４年「改正」＝「４つの切り捨て」

総合事業
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高度急性期

急性期

回復期

慢性期

介護保険 施設

介護保険

居宅サービス（特定施設等ふくむ）

医療保険

在宅医療

インフォーマルサービス

市場サービス

高

低

病床機能の再編
都道府県→ 地域医療構想区域

地域包括ケアの構築
市町村→ 日常生活圏域

★
公
的
保
障
・公
的
コ
ス
ト

★
患
者
・利
用
者
の
流
れ

「２０２５年の医療・介護の将来像」
入院から在宅へ、医療から介護へ、介護から市場・ボランティアへ

川上

？？
川下

病床数の削減
在院日数の短縮

整備圧縮

介護給付費抑制施設から在宅へ

医療費削減

総合事業 住まい

互 助

在宅医療費抑制★報酬改定軽度から中重度へ
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「２．２７％引き下げ」の意味

公称改定率 ▲２．２７％

介護職員の処遇改善 ＋１．６５％
重度、認知症対応等 ＋ ０．５６％

重点化
（重点的評価）

合計▲２．２７％

処遇改善

＋１．６５％

重度･認知症等

＋０．５６％

適正化

効率化

その他の部分

★ 「メリハリつけた配分」を行う

計＋２．２１％

●良好なサービスを提供する事業所への加算
●地域に密着した小規模案事業への配慮

※総額２,２７０億円を削減

▲４．４８％

●平均月１．２万円の給与引き上げ

予防給付見直し

（訪問介護･通所介護）

総合事業へ移行
（介護報酬の範囲内で市町村毎に単価設定）

●基本報酬引き下げ、加算の包括化･廃止
●人員配置基準や施設基準の緩和

過去３番目の
マイナス改定
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2015年

中重度・認知症等
＋０．５６％

処遇改善
＋１．６５％

▲２.３％ ▲２.４％

＋１.２％

2003年 2006年 2009年

▲４．４８％

★施設：▲４％（居住費・食費の自己負担化）
在宅：軽度▲５％（予防給付導入）

中重度＋１％

★施設：▲４．０％
在宅：＋０．１％

※ ２回に分けて実施
居住費・食費の自己負担化→ ０５年１０月～

０．８％

「中重度・認知症等」と
「処遇改善」以外の部分で
▲４．４８％

★予防給付の事業化（切り離し）
特養多床室の居住費徴収

＋３.０％

「２．２７％引き下げ」の意味 ②

実質▲０．８％

2012年
★処遇改善交付金を
介護報酬（加算）に
編入

処遇改善交付金
＋２.０％相当

▲２.２７％

過去最大の引き下げ
（＝２００６年▲２，４％）に匹敵
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現行

改定後

介護報酬改定に伴うサービスの報酬の変化（例）
改定前後の介護報酬のイメージ より

通所介護の例
（要介護３）

基本報酬（▲４．９％）

通所介護サービス費
（通常規模型）

７時間以上９時間未満
処遇改善加算

サービス提供体制強化加算（１２単位×１０日）

個別機能訓練加算Ⅰ（４２単位×１０日）

９４４単位×１０日

８９８単位×１０日 ４６単位×１０日 １８単位×１０日

計１０,１７０単位

計１０,００５単位（▲１．６％）
※【新】中重度者ケア体制加算（４５単位×１０日）

※【新】認知症加算（６０単位×１０日）
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27,360 

25,830 
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420 
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390 

390 

360 

360 

360 

360 

現行

改定後

３０,３００
単位

２９,６７０
単位

＜基本報酬＞
▲５．６％

９１２単位（×３０日）

８６１単位（×３０日）

★２０１５年８月から ８１４単位に引き下げ （▲４７単位＝全介護度で共通）
★４７単位×１０円（標準単価）×３０日＝１４,１００円→ 室料として徴収

特 養
（要介護５）

処遇改善加算

栄養マネジメント加算（１４単位／日）
夜勤配置体制加算（２２単位／日）
看護体制加算（１３単位／日）
個別機能訓練加算（１２単位／日）

サービス提供体制強化加算
（１２単位／日）

介護福祉施設サービス費

▲２．１％

厚労省：介護報酬改定に伴うサービスの報酬の変化（例）
改定前後の介護報酬のイメージ より

主要サービスのシミュレーション ❷

多床室に入所（３０日）



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠全日本民医連

老施協が記者会見（２月１３日）
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朝日新聞
２０１５・１・５東京新聞

２０１５・１・１５



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠全日本民医連第５回福祉人材確保対策検討会（２０１４年９月２日）

機能分化

すそ野の拡大
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外国人介護職の受け入れ推進

東京新聞
２０１４・１・２４

成長戦略の一環

読売新聞
２０１４・１・２４
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現場から､地域から、
介護改善を求める声をあげよう、大きく広げよう！

★ 地域の事業所、関係団体にも呼びかけ、
地域で様ざまな共同を広げよう

★ 制度見直しの影響を検証し、利用者、介護
現場に何が起こっているのか明らかにしよう

★ 国に対して、介護保険改善、介護報酬再改
定、担い手の確保と処遇改善を求めよう

当事者の参加を
追求しましょう

● 「人権としての介護保障」の実現を！

パブコメを出そう！
（～３月１１日）

介護報酬２０１５年改定

パブコメの募集が
開始されました！

介護事業を実施している
すべての法人・事業所から
提出しましょう！

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140439&Mode=0

提出期限は

３月１１日
です。

「平成２７年度介護報酬改定に伴う
関係告示の一部改正」について

★全日本民医連介護･福祉部

ココカラ↓

（ 厚労省→ 「国民参加の場」（右上）→「パブリックコメント（意見公募）」→「意見募集案内」）
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しんぶん赤旗
２０１５・１・２１

９７６自治体

東京新聞
２０１５・２・４

移行時期
自治体数（％）
Ｎ＝１５７９

２０１５年度 １１４（７．２％）

※ うち２０１５年４月 ※ ７８（４．９％）

２０１６年度 ２７７（１７．５％）

２０１７年度 １０６９（６７．７％）

未定 １１９（７．５％）

厚労省

中央社保協調査
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❶ 制度改悪の「防波堤」の役割発揮を求める （地方自治法「住民の福祉の増進」）

● 「新総合事業」実施に対して → ２０１５年度実施市町村は７．２％止まり
・受給権、必要な介護サービスの保障、ボランティアへの「下請け化」を許さない

● 「特例入所」（要介護１、２の特養入所）、補足給付見直しへの対応

●地域ケア会議の適切な運営 （１）困難ケースへの対応、（２）地域課題の抽出

●地域包括支援センターの体制強化、財政的保障の適切な運営

●自治体独自施策の実施・拡充－利用料の独自減免、上乗せ・横出しサービス

❷第６期に向けて

●第６期介護保険事業（支援）計画に対して－分析と提案
・特養増設、低所得者向け住まいの確保、２４時間訪問サービス等の整備など
・介護職員の需給見通し（県）→ 現状評価と計画、実効的な確保対策の実施
※策定作業を民間調査会社に委託（丸投げ）している自治体あり
例：「サーベイリサーチセンター」～八王子市（14・17年）、青梅市（11・13・20年）等

● 第６期介護保険料の引き下げを！ → 第６期全国平均５,５５０円

●地域包括ケアにどう取り組むか＝国の言いなりか、高齢者・住民本位か
（新自由主義型地域包括ケアか、福祉国家型地域包括ケアか）

自治体に向けた取り組み

★ 介護問題をいっせい地方選の大きな争点に

低介護報酬のままでは
計画も絵に描いた餅に
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● 利用者の自分の生活空間で、「普通であたりまえ」の生活の「再生産」をさ

さえる（小川栄二・立命館大学教授）

＝ ホームヘルプは「生活全体を視野に入れた援助」

であって、部分サービスの寄せ集めではない

→ ある寝たきり高齢者の家庭に、入浴サービス、ラ

ンドリーサービス、ハウスクリーニング、配食サー

ビスが順次入ったとしよう。

メニューだけ見れば ホームヘルプと同じ内容で

あっても、この家庭にホームヘルプが行われたと

は言えない。

■予防給付（訪問介護、通所介護）の市町村への丸投げ

ボランティアで代替ＯＫ＝専門性の否定

介護の専門性を守る、介護の本来のあり方を問う

● 必要な「専門職のサービス」を保障、「住民主体の支援」へのすり替えを許さない

私たちが追求する介護･福祉とは

私たちは、民医連綱領を実現し、日本国憲法が輝く社会をつくるために、地域に生きる利用者に
寄り添い、その生活の再生と創造、継続をめざし、「３つの視点」と「５つの目標」を掲げ、共同組織
とともにとりくみます。

３つの視点

１ 利用者のおかれている実態と生活要求から出発します
２ 利用者と介護者、専門職、地域との共同のいとなみの視点をつらぬきます
３ 利用者の生活と権利を守るために実践し、ともにたたかいます

５つの目標

１ （無差別・平等の追求）
人が人であることの尊厳と人権を何よりも大切にし、それを守り抜く無差別・平等の介護・福祉
をすすめます
２ （個別性の追求）
自己決定にもとづき、生活史をふまえたその人らしさを尊重する介護・福祉を実践します

３ （総合性の追求）
生活を総合的にとらえ、ささえる介護・福祉を実践します

４ （専門性と科学性の追求）
安全・安心を追求し、専門性と科学的な根拠をもつ質の高い介護・福祉を実践します

５ （まちづくりの追求）
地域に根ざし、連携をひろげ、誰もが健康で、最後まで安心して住み続けられるまちづくりを
すすめます

民医連の介護･福祉の理念を礎に



「あるべき地域包括ケア」の実現めざして

無差別・平等の地域包括ケア まちづくりとしての地域包括ケア

運動

事業

実践

「誰もが」、「その人らしく」「健康で」「安心して」「住み慣れた地域で」 暮らし続けていくこと

★「人権としての社会保障 」を求める－医療･介護総合法の実施中止、
医療・介護制度の抜本改善、職員の大幅増員と労働条件の改善

★基盤づくり－在宅拠点、在宅医療・看護、２４時間対応、リハ、
予防､住まい､入院機能の強化､家族支援､総合相談・マネジメント

★日常の医療・介護実践－重度要介護者、認知症、看取り、
医療と介護の連携・多職種協働、地域ネットワークの構築

暮らしを支える活動
★地域づくり（地域の力↑）／仕事おこし
健康づくり、助け合い、居場所づくり、出番づくり

私たち民医連がめざす「あるべき地域包括ケア」とは、憲法２５条に裏打ちされた「無差
別・平等の地域包括ケア」です。お金のあるなしに関わらず、必要な医療、介護・福祉、
住まい、生活支援がきれめなく提供され、住み慣れた地域で、その人らしく、人間らしく
暮らし続けることを保障する体制です。「誰もが、健康で、最後まで安心して住み続けら
れる」まちづくりとして取り組む課題であり、高齢者だけにとどまらない、子ども・子育て
世代、障害者、親を介護している現役世代もふくめ、全世代に関わるテーマです。共同
組織と一体となって推進します。－２０１４年度介護･福祉責任者会議問題提起（案）

生活

全日本民医連 Ｙ-ＨＡＹＡＳＨＩ

ご静聴
ありがとう
ございました

はやしやすのり 全日本民主医療機関連合会
東京都文京区湯島２－４－４ 平和と労働センター７Ｆ

TEL  03-5842-6451     FAX  03-5842-6460
http://www.min-iren.gr.jp/

E-mail   y-hayashi @ min-iren.gr.jp

Denmark


